
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
許
可
qqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

公

告

○
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
案
の
縦
覧
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
一

○
県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
二

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
県
土

整
備
事
務
所
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
県
土

整
備
事
務
所
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
県
土

整
備
事
務
所
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
五

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
農
林

水
産
事
務
所
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
農
林

水
産
事
務
所
）
…
六

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
を
許
可
し
た
の
で
、
同
法
第
百
四
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者

介
護
老
人
保
健
施
設

許

可

年
月
日

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

南
優
会

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
如

来
堂
五
の
一

介
護
老
人
保
健
施

設
な
ん
ぶ

三
戸
郡
南
部
町
大

字
沖
田
面
字
千
刈

三
二
の
一

令
和七･
四･
一

公

告

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
案
の
縦
覧

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
糠
地
区
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
を
定
め
た
い
の
で
、
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧

青
森
県
報
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に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま

で
に
、
県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

白
糠
地
区
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
案

二

縦
覧
場
所

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
港
漁
場
整
備
課
、
東
通
村
建
設
課
、
六
ケ
所
村
農
林
水
産
課

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

四

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
東
通
村
建
設
課
及
び
六
ケ
所
村
農
林
水
産
課
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す

る
。

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

所

在

地

地

目

地
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

八
戸
市
豊
洲
三
の
二
九

雑

種

地

三
、
五
〇
〇
・
七
八

二

予
定
価
格

三
千
八
百
五
十
万
八
千
五
百
八
十
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

一
に
掲
げ
る
土
地
の
所
在
地

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

電
話

〇
一
七
（
七
三
四
）
九
六
七
五

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
北
棟
五
階

五
三
一
会
議
室

２

日
時

令
和
七
年
五
月
九
日

午
後
二
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額
（
入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額
）
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
旅
客
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
福
利

厚
生
施
設
用
地
、
作
業
基
地
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
と
す
る
。

３

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日
午
後
二
時
か
ら
、
八
戸
市
豊
洲
三
の
二
九
に
お
い
て
現
地
説
明
を

行
う
の
で
、
入
札
に
参
加
す
る
者
は
必
ず
参
加
す
る
こ
と
。
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
カ
ネ
昌
田
中
工
務
店

二

代
表
者
の
氏
名

田
中
満

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
造
道
二
丁
目
八
の
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
四
）
第
一
六
〇
三
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
東
栄
設
備
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

高
木
寿

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
藤
内
町
一
〇
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
三
六
五
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
水
道
施
設
工
事
業
及
び
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

北
向
建
築
工
房

二

氏
名

北
向
清
弘

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
新
井
田
西
一
丁
目
一
三
の
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
三
〇
〇
三
五
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
三
月
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

む
つ
小
川
原
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

上
柿
富
久
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
一
三
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
六
）
第
三
〇
〇
二
三
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

む
つ
小
川
原
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

上
柿
富
久
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
沼
館
一
丁
目
一
三
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
六
）
第
三
〇
〇
二
三
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事

業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
優
恵
興
業

二

代
表
者
の
氏
名

千
田
優
治

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
菰
槌
江
野
島
三
六
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
四
〇
〇
四
九
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
三
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
三
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎
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一

商
号
又
は
名
称

三
陽
テ
ク
ノ
サ
ー
ビ
ス
有
限
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

戸
間
替
日
出
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
東
十
三
番
町
四
七
の
三
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
五
〇
〇
五
六
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
三
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

附
田
建
築

二

氏
名

附
田
章

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
七
戸
町
字
塚
長
根
五
二
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
五
〇
〇
二
三
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
十
月
六
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の

こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

新
星
テ
ク
ノ
ス
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

大
舘
智
恵

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
槌
川
目
二
七
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
六
〇
〇
一
四
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
七
年
三
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
十
二
月
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
三

戸
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

大
和
山

真

一

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日
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理

事

工
藤

洋
一

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
袴
田
字
上
屋
敷
七
の
一

令
和
七･
三･二三

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
浅

水
七
崎
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

大
和
山

真

一

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

江
戸

正
治
郎

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
浅
水
字
浅
水
一
四
八

令
和
七･
三･三一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

入
瀬
川
南
岸
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
長

種

市

順

司

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

監

事

小
林

茂

上
北
郡
六
戸
町
大
字
柳
町
字
百
役
八
の
一

令
和
七･
一･三一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

入
瀬
川
南
岸
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
長

種

市

順

司

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

〃監

事

小
林

茂

木
村

清
美

小
泉

信
雄

上
北
郡
六
戸
町
大
字
柳
町
字
百
役
八
の
一

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
下
中
平
沖
二
〇
の
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
小
平
字
小
平
四

令
和
七･
三･一一

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
浦

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
長

種

市

順

司

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
稲
生

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
四
月
十
六
日

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
長

種

市

順

司
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


